
第　 章6

まちづくりの総合８分野
まちづくりの基本方針に沿った政策に応じて取り組む分野を「まちづくりの総合８分野」として整理し、それ

ぞれの分野目標を設定するとともに、分野間の連携を図りながら、総合的かつ計画的なまちづくりを推進します。

１ 環境・自然　気候変動に対応し、豊かな自然と共生する持続可能なまちを実現します

政策１
脱炭素化などの地球環境保全を進め、
持続可能な社会を創る

施策１ 地球温暖化対策の推進
施策２ 自然環境・生活環境の保全
施策３ 環境負荷に配慮したごみの削減と適正処理

政策２
緑と水辺を身近に感じ、愛着の持てる
環境を創る

施策１ 緑と水辺の活用と充実
施策２ 緑の保全と創出
施策３ 水辺環境の保全と活用

2 安全・安心　災害など様々なリスクに対応し、安全・安心に暮らせるまちを実現します

政策１ 災害に強いまちの基盤を整備する
施策１ 風水害対策の推進
施策２ 地震等に対応した生活インフラの適切な整備・管理

政策２ 多様な主体の連携による防災力を
高める

施策１ 災害対応体制の強化
施策２ 市民の防災意識と地域防災力の向上

政策３ 消防・救急体制を充実・強化する
施策１ 消防力の充実・強化
施策２ 救急需要への対応強化
施策３ 火災予防の推進

政策４ 安全・安心な市民生活を守る
施策１ 防犯対策の推進
施策２ 交通安全の推進
施策３ 消費生活の安定・向上

3 健康・福祉　みんながいきいきと、健やかに安心して暮らせるまちを実現します

政策１ 健やかに暮らせる社会を創る
施策１ 健康づくりの促進
施策２ 医療提供体制の充実
施策３ 安全・安心な生活衛生環境の整備

政策２ 高齢者がいきいきと活躍できる
社会を創る

施策１ 生きがいづくりと社会参加の促進
施策２ 地域で安心して暮らせる環境の整備
施策３ 認知症とともに生きる社会の構築
施策４ 介護保険サービス提供体制の整備

政策３ 障害のある人もない人も、自分らしく
生活できる共生社会を創る

施策１ 障害のある方への理解促進と社会参加の促進
施策２ 地域で自立して暮らせる環境の整備
施策３ 障害のある子どもとその家族への支援の充実
施策４ 心の健康づくりへの相談・支援体制の充実

政策４ 住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会をつくる

施策１ ともに支え合い、活力ある地域づくりの推進
施策２ 包括的な支援体制の構築

まちづくりの総合８分野における政策体系
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４ 子ども・教育　夢と思いやりの心を持ち、未来を拓く子どもたちが育つまちを実現します

政策１
子どもを産み・育てやすい環境を
創る

施策１ 妊娠前から子育て期までの支援の充実

施策２ 子育てしやすい保育環境の充実

施策３ 困難な状況にある子どもや家庭への支援の充実

施策４ 児童虐待防止対策の強化

施策５ 障害のある子どもとその家族への支援の充実（再掲）

政策２
自ら未来を切り拓いていくことが
できる子どもを育成する

施策１ 未来につながる学びの充実

施策２ 学びを支える教育環境の充実

施策３ 学校生活支援の充実

施策４ 放課後の子どもの居場所と多様な体験・活動の充実

施策５ 子ども・若者が社会で考え、行動する力の育成

５ 地域社会　多様性を力に、みんなでまちづくりを進める地域社会を実現します

政策１
誰もが個性を活かし活躍できる環境
を創る

施策１ 多様性を活かしたインクルーシブなまちづくりの推進
施策２ 多文化共生社会の実現

政策２
多様な主体の連携によるまちづくり
を進める

施策１ 持続可能な市民主体のまちづくりの推進
施策２ 生涯学習を通じた地域活動の推進

６ 文化芸術・スポーツ　市民の文化芸術・スポーツ活動が広がる、 創造性豊かなまちを実現します

政策１ 文化芸術が生まれ、広がる環境を創る
施策１ 文化芸術活動の創出と支援
施策２ 文化財の保全・活用

政策２ スポーツに親しむ環境を創る
施策１ 市民スポーツ活動の促進・支援
施策２ スポーツを核とした地域の活性化

7 都市・交通　市民の快適な暮らしと活発な交流を支える、魅力と愛着が感じられる都市を実現します

政策１ 持続可能で魅力あるまちづくりを
進める

施策１ 美しく心地よいまちづくりの推進
施策２ ３都心などの魅力向上
施策３ 地域資源の発掘・活用
施策４ 広域連携の深化

政策２ 都市の力を底上げするネットワークを
整備する

施策１ 持続可能な公共交通ネットワークの形成
施策２ 道路ネットワークの形成
施策３ 安全・安心な移動環境の整備

政策３ まちの発展にテクノロジーを活かす
施策１ スマートシティの推進
施策２ 新しい技術・しくみの社会実装の加速化

政策４ 暮らしを支える基盤を創る
施策１ 住環境・生活基盤の充実
施策２ 持続可能な上下水道事業の推進

8 地域経済　地域経済を支える産業や人材が育ち、新たな価値が生まれるまちを実現します

政策１ 地域の産業を支え・育てる

施策１ 地域経済の新たな担い手の創出
施策２ 持続可能な地域経済の確立に向けた経営力強化
施策３ 雇用の確保・拡大と人材育成の強化
施策４ 産学官等の連携強化

政策２ 観光の振興と MICE の推進により
まちの魅力を高める

施策１ 観光資源の価値向上
施策２ MICE の推進

政策３ 農林業の持続的な発展を支える
施策１ 農業の成長産業化
施策２ 農業の担い手の確保・育成
施策３ 農と森林が持つ多面的機能の保全と活用

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

資
料
編

74



脱炭素化などの地球環境保全を進め、持続可能な社会を創る
［施策1］地球温暖化対策の推進
［施策2］自然環境・生活環境の保全
［施策3］環境負荷に配慮したごみの削減と適正処理

緑と水辺を身近に感じ、愛着の持てる環境を創る
［施策1］緑と水辺の活用と充実
［施策2］緑の保全と創出
［施策3］水辺環境の保全と活用

政策 2

政策 1

1 環境・自然

千葉市政令指定都市移行・区設置30周年記念フォトコンテスト  花見川区入選（撮影場所：花島公園）
Instagramアカウント名：naofumi11235さん

政策体系
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分 野 目 標

気候変動に対応し、豊かな自然と共生する
持続可能なまちを実現します

▼目標達成に向けた課題
●わたしたちが直面する、地球規模の気候変動に伴う様々な影響・リスクに対し、二酸

化炭素排出量の削減に向けた「緩和」と気候変動による影響への「適応」の両面から
対応を図り、自然と共生する持続可能な社会づくりを進めることが必要です。

●また、千葉市は縄文の昔から、様々な自然環境の恩恵を受けてきました。この本市の
特性である緑と水辺の貴重な環境を保全し、充実させ魅力として高めていくことで、
未来の暮らしがより豊かなものとなります。

●感染症への対応を契機として、テレワークや在宅勤務などの新しい働き方が普及・浸
透する中、日常生活において緑と水辺を身近に感じ、親しめる潤いある暮らしを享受
するとともに次代につなげられるよう、自然と調和したまちづくりを進めることが必

要です。
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　持続可能な社会を創るため、脱炭素化をはじめとする地球温暖化対策を推進する
とともに、良好な自然環境及び生活環境を保全します。また、循環型社会の実現に
向けた、ごみの削減と適正処理を推進します。 

脱炭素化などの地球環境保全を進め、持続可能な社会を創る 

政 策  1

［ 施策 1 ］　地球温暖化対策の推進 

●  脱炭素化の取組みや、再生可能エネルギーの創
出・活用などを進めるとともに、自然災害や健
康被害の防止・軽減への取組みなど、「緩和」と「適
応」の両面から地球温暖化対策を推進します。

［ 施策 2 ］　自然環境・生活環境の保全

●  谷津田・里山及び水環境の保全等に取り組むこ
とで、生物多様性を育む、潤いある緑と水辺に
代表される本市の自然環境を守るとともに、大気、
水及び土壌汚染対策などに取り組み、良好な生
活環境を保全します。

［主な取組み］ 
● 脱炭素化投資の促進（省エネルギー・再

生可能エネルギー等に係る設備の導入など）

● 広域連携による再生可能エネルギーの調達

● 自然災害や健康被害などの影響へ備える
適応策の推進

● 気候変動に対する行動変容の促進（各種
イベント等での啓発など）

［主な取組み］ 
● 生物多様性の保全（谷津田及び水環境の

保全、貴重な動植物の保護など）

● 環境保全意識の醸成

● 良好な生活環境の保全

大草谷津田いきものの里
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［ 施策 3 ］　環境負荷に配慮した
ごみの削減と適正処理 ［主な取組み］ 

● ごみの総排出量のさらなる削減（プラス
チックごみの発生抑制、食品ロスの削減
など）

● 再資源化の推進（プラスチックの再資源
化の検討など）

● 持続可能なごみ処理体制の確保

●  ごみの発生抑制や、分別の徹底等による再資源
化に取り組み、持続可能なごみ処理体制を整備
します。

へらそうくんルーム
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　緑と水辺を身近に感じ、愛着の持てる環境を創るため、緑と水辺をグリーンイン
フラ 37 として活用し充実させるとともに、都市緑化を推進します。さらに、川辺や
海辺などの水辺環境の保全と活用を推進します。

　緑と水辺を身近に感じ、愛着の持てる環境を創る

政 策  2

［ 施策 1 ］　緑と水辺の活用と充実

●  官民連携等による公園の魅力向上や公園施設の
長寿命化など、ストックの保全・再編に取り組
むとともに、都市と緑・農の共生の推進など身
近にふれあえる緑と水辺を充実します。

［主な取組み］ 
● 魅力ある公園づくり（大規模公園等のリ

ニューアル、地域のニーズに応じた街区公園
等整備、官民連携による賑わい創出など）

● ストックの再編（公園施設の改修・長寿命
化等、公園等のストック再編など）

● 都市と緑・農の共生推進

稲毛海浜公園（リニューアル後パース）

37　 グリーンインフラ：自然環境が有する多様な機能を、社会における様々な課題解決に活用しようとする考え方及び、緑と水辺など自然環境
そのもののこと。
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［ 施策 3 ］　水辺環境の保全と活用
［主な取組み］ 

● 浜辺・海辺の魅力向上（人工海浜を活用
した賑わいづくり、回遊性の向上など）

● 川辺の利活用（親水空間の整備、周辺自
治体と連携した賑わいづくりなど）

● 良好な水辺環境の保全（浜辺及び谷津田
の保全など）

●  浜辺・海辺を活用した賑わいづくりや川辺の利
活用を推進するとともに、豊かな水辺環境の保
全を推進します。

カヤック体験（花見川）

［ 施策 2 ］　緑の保全と創出

●  良好な緑環境を将来に引き継ぐため、市内に残
された豊かな緑を保全するとともに、緑の確保
に係る制度の充実により、まちなかの緑の空間
を創出します。

［主な取組み］ 
● 緑と花に親しめるまちづくり

● 緑地環境の保全と継承、市民協働による
杜の再生

● まちなかの再開発等にあわせ、良好な景
観の形成等により市民にとって居心地が
よく、また生物の生息環境となりうるよ
うな質の高い緑の空間の創出
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災害に強いまちの基盤を整備する
［施策1］風水害対策の推進
［施策2］地震等に対応した生活インフラの適切な整備・管理

多様な主体の連携による防災力を高める
［施策1］災害対応体制の強化
［施策2］市民の防災意識と地域防災力の向上

消防・救急体制を充実・強化する
［施策1］消防力の充実・強化
［施策2］救急需要への対応強化
［施策3］火災予防の推進

安全・安心な市民生活を守る
［施策1］防犯対策の推進
［施策2］交通安全の推進
［施策3］消費生活の安定・向上

政策 2

政策 3

政策 4

政策 1

2 安全・安心

九都県市合同防災訓練（救出救護訓練）

政策体系
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分 野 目 標

災害など様々なリスクに対応し、
安全・安心に暮らせるまちを実現します

▼目標達成に向けた課題
●わたしたちは、豊かな自然の恩恵を受けつつも、時に厳しい自然災害をはじめとする

様々なリスクを抱えながら暮らしています。先人から受け継がれた自然と共生しつつ
これらのリスクを未然に防ぐとともに、災害などが発生した場合に、被害を最小限に
抑え 、速やかに復旧・復興できるしなやかな社会を創ることが、市民の安全・安心
な暮らしを支える基盤となります。

●千葉市におけるこれまでの被災経験や災害リスクを踏まえ、災害に強いまちづくりを
推進するため、風水害や地震に備える都市基盤整備はもとより、単なる現状回復であ
る「復旧」にとどまらず、将来に向けて地域や産業を活性化させる「復興」を速やか
に実現できるよう、行政をはじめ、多様な主体が連携し、一体となり防災・減災力の
向上を図ることが必要です。

●また、火災や犯罪、交通事故や消費者被害といった様々な暮らしのリスクへの対応を
図り、市民の命や財産を守るための様々な取組みを推進することが必要です。
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［ 施策 1 ］　風水害対策の推進 

●  急傾斜地の崩壊対策や雨水貯留施設・河川の整備
などを進めるとともに、がけ地付近からの移転
などを促進することにより、局地的な大雨や大型
台風による被害を未然に防止します。

［ 施策 2 ］　 地震等に対応した生活インフラ
　　　　　 の適切な整備・管理

●  橋梁・上下水道施設等の耐震化、道路の長寿命化
及び無電柱化の推進により、持続可能な公共イン
フラを確保するとともに、住宅の耐震化を促進し、
大規模地震などの災害時において交通基盤や市民
生活を維持するための機能を強化します。

［主な取組み］ 
● 急傾斜地崩壊対策の推進

● 流域治水の推進

● 浸水被害の軽減と対策の強化

● 危険ながけ地付近からの移転助成

［主な取組み］ 
● 橋梁・上下水道施設等の耐震化の推進

● 道路の長寿命化の推進

● 無電柱化の推進

● 緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成

● 住宅（木造住宅・分譲マンション）の耐震
助成

● 災害に強いまちの基盤となる道路ネット
ワークの整備

無電柱化の推進

　気候変動による災害リスクの増大や発生が懸念される首都直下地震などに対応す
るため、持続可能なまちの基盤を整備します。

災害に強いまちの基盤を整備する

政 策  1
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［ 施策 1 ］　　災害対応体制の強化 

●  危機管理・防災対策を強力に推進する一元的な
体制を構築するとともに、災害が発生しても速
やかに復旧・復興が可能となるよう備えを進め
るほか、多様な主体との連携を強化し、市民・
民間・大学等・行政が相互に連携した災害対応
体制を強化します。

［ 施策 2 ］　 市民の防災意識と
　　　　　 地域防災力の向上

●  地域における防災活動や担い手の育成支援、防災
教育の充実をテクノロジーなども活用しながら進
めるとともに、地域の実情に応じた避難環境の向
上などの避難者支援を強化し、地域コミュニティ
による自発的な防災・減災活動を支援します。

［主な取組み］ 
● 分野を横断した一元的な防災体制の整備

● 多様な主体との連携による、広域的な災害
対応体制の強化

● 企業における事業継続計画（BCP）策定の
支援

● 電力・通信の強靭化（再生可能エネルギー
等の普及、通信事業者との連携強化など）

● 情報収集・発信力の強化

● 断水対策の強化

● 複合災害への対応体制の構築

● 復興まちづくり計画の策定

［主な取組み］ 
● 誰もが参加しやすい防災教育の充実

● 地区の居住者が自ら作る「地区防災計画」
策定の促進

● 多様な避難形態に対応した支援の強化（新
たな避難施設の確保、在宅避難等の推進
など）

避難所開設訓練

　多様化・激甚化する災害に対応するため、行政による危機管理・防災対策の充実
や民間事業者など多様な主体の連携強化を図るとともに、市民の多様性に配慮しつ
つ、市民一人ひとりの防災意識の向上や地域コミュニティにおける助け合いの強化
などにより、総合的な防災力を高めます。

多様な主体の連携による防災力を高める

政 策  2
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　市民の命や財産を守るため、消防・救急体制を充実・強化します。

消防・救急体制を充実・強化する

政 策  3

［ 施策 1 ］　消防力の充実・強化

●  大規模・複雑化する災害にも迅速かつ的確に対
応できる消防体制を構築するとともに、消防団
活動の充実・強化を図ることにより、総合的な
消防力を高めます。

［主な取組み］ 
● 大規模・複雑化する災害に対応した消防

体制の充実・強化

● 効率的・効果的な消防指令通信体制の確立

● 航空消防体制の充実・強化

● 消防団による地域防災力の充実・強化

消防ヘリコプター「おおとり」
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［ 施策 3 ］　火災予防の推進

●  独居高齢者の増加や居住形態などにも対応した
防火体制の推進や、デジタル技術を活用した効
率的な予防業務の運用などにより、火災の未然
防止を推進します。

［主な取組み］ 
● 一人暮らしの高齢者などにも対応した防火

対策の推進

● 火災予防業務へのデジタル技術活用

［ 施策 2 ］　救急需要への対応強化

●  デジタル技術を活用した救急需要予測の導入や
救急隊員の人材育成などにより、増大する救急
需要や高度化する救急業務に機動的かつ効率的
に対応できる体制を構築するとともに、応急手
当が実践できるバイスタンダー 38 の育成を推進
することで、救命率向上を図ります。

［主な取組み］ 
● 機動的・効率的な救急業務実施体制の構築

● 救急隊員の人材育成

● バイスタンダーの育成

バイスタンダー育成

38　 バイスタンダー：けが人や急病人が発生した際、その付近に居合わせた人のこと。バイスタンダーによる心肺蘇生法等の応急手当の有無が
救命率を大きく左右する。
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　安全・安心な市民生活を守るため、地域防犯力の向上と交通安全を推進するとともに、
自立した消費者の育成などにより、消費生活の安定・向上を図ります。

安全・安心な市民生活を守る

政 策  4

［ 施策 1 ］　防犯対策の推進

●  テクノロジーを活用した防犯技術の導入などに
より、犯罪の未然防止と発生時には迅速に対応
できる体制を構築するとともに、防犯パトロール
隊の育成などにより市民主体の防犯活動を促進
し、地域の防犯力を高めます。

［主な取組み］ 
● 防犯対策の強化

● 地域安全に関する講座等による市民意識の
醸成

● 市民主体の防犯活動促進による地域防犯力
の向上

防犯パトロール活動
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［ 施策 3 ］　消費生活の安定・向上
［主な取組み］ 

● 消費者教育の推進（悪質商法等の被害防
止に関する講座など）

● SNS 40 等を活用した消費生活相談

●  多様化する消費者トラブルに対応するため、時
代を捉えた消費者教育の推進により、自ら考え
行動する自立した消費者を育成するとともに、
利便性が高く相談しやすい体制を整備し、消費
生活の安定・向上を図ります。

39　 ユニバーサルデザイン：年齢、性別、国籍、障害の有無等に関わらず、できる限りすべての人が利用しやすいように、利用者本位、人間本位
の考え方に立って快適な環境をデザインすること。

40　 SNS：Social Networking Service の略称。登録された利用者同士が交流できるWebサイトの会員制サービスのこと。

［ 施策 2 ］　交通安全の推進

●  誰もが安全かつ快適に共存できる環境を整備する
ため、テクノロジーなどを活用した新たな移動
手段を踏まえつつ、交差点や歩道、自転車走行
環境を整備するとともに、駐輪場の整備などの
放置自転車対策を推進します。

●  学校や地域での交通安全に関する啓発活動の充実
を図ります。

［主な取組み］ 
● 誰もが安心して円滑に移動できるユニ

バーサルデザイン 39 化した道路整備

● 通学路等の安全対策

● 交通安全に関する普及・啓発

● 安全かつ快適な自転車走行環境整備と駐
輪場の整備などの放置自転車対策

通学路の安全対策
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健やかに暮らせる社会を創る
［施策1］健康づくりの促進
［施策2］医療提供体制の充実
［施策3］安全・安心な生活衛生環境の整備

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに
創っていく社会をつくる

［施策1］ともに支え合い、活力ある地域づくりの推進
［施策2］包括的な支援体制の構築

高齢者がいきいきと活躍できる社会を創る
［施策1］生きがいづくりと社会参加の促進
［施策2］地域で安心して暮らせる環境の整備
［施策3］認知症とともに生きる社会の構築
［施策4］介護保険サービス提供体制の整備

障害のある人もない人も、自分らしく生活できる
共生社会を創る

［施策1］障害のある方への理解促進と社会参加の促進
［施策2］地域で自立して暮らせる環境の整備
［施策3］障害のある子どもとその家族への支援の充実
［施策4］心の健康づくりへの相談・支援体制の充実

政策 2

政策 3

政策 1

政策 4

3 健康・福祉 
政策体系

シニアリーダー体操教室
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分 野 目 標

みんながいきいきと、健やかに安心して暮らせる
まちを実現します

▼目標達成に向けた課題
●誰もが健康で活躍できる社会を構築することは、市民一人ひとりが身体的・精神的に

だけでなく、社会的にも満たされるため、また、人口減少や少子高齢化が進行する中
において、地域社会・地域経済が持続的に活性化していくうえでも重要です。

●そこで、市民の充実した人生の基盤として、ライフステージに応じた健康づくりの促
進や医療提供体制の充実を図るほか、地域福祉の担い手の不足を見据え、地域で支え
合う体制の構築や適切な福祉サービスの提供、社会参画の促進など、高齢者や障害の
ある方が住み慣れた地域で安心して暮らせるとともに、市民一人ひとりが、いきいき
と活躍できる持続可能な社会を構築していくことが必要です。

●また、年齢や障害の有無に関わらず、誰もが自分らしく生活し、社会で活躍できるよ
う、社会のバリアフリー化を推進していくことが必要です。
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［ 施策 1 ］　健康づくりの促進 

●  健康に関する意識の向上や、健康づくりに取り
組みやすい環境の整備により、市民の生活習慣
の見直しを促進し、健康づくりを後押しします。

［主な取組み］ 
● 特定健康診査・特定保健指導及びがん検

診の推進

● パーソナルヘルスレコード 41 を活用した健
康施策の推進

● 健康づくりの推進に向けた新たな取組み
の検討（ナッジ 42 など）

● 受動喫煙対策

● 介護予防の促進（重度化防止、生きがい
づくりなど）

● 食育の推進

プロから学ぶ食育教室

　誰もが健やかに暮らせる社会を創るため、健康づくりを促進するとともに、医療
提供体制や健康危機管理体制を整備します。

健やかに暮らせる社会を創る

政 策  1

41　 パーソナルヘルスレコード：乳幼児健診やがん検診などの生涯にわたる個人の健（検）診結果や服薬履歴等の健康情報を、電子記録とし
て、本人や家族が正確に把握するための仕組みのこと。

42　 ナッジ：行動科学の知見から、自発的に自身にとってより良い選択を取れるように手助けする手法のこと。例えば、がん検診・特定健診の
勧奨はがきに「およそ8割の方が受けています！」などと記載することで、行動を起こすためにそっと後押しする工夫のこと。
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動物愛護の推進（ボランティアによる散歩）

［主な取組み］ 
● 健康危機管理体制の強化（新型インフル

エンザ等対策行動計画に基づく体制づく
りなど）

● 食品衛生の推進（食中毒の発生予防など）

●  環境衛生の推進（住まいや施設の空気環
境、飲料水の衛生管理など）

● 動物愛護の推進（動物の適正飼養及び終
生飼養の普及・啓発など）

● 墓地・斎園環境の整備

［ 施策 3 ］　 安全・安心な生活衛生環境の
整備

●  健康危機管理体制の強化などにより、市民の健
康や生活環境を守る取組みを推進します。

●  動物の適正飼養や終生飼養、地域猫活動などの
普及・啓発、ボランティア等多様な主体との連携・
協働の促進や活動拠点の整備などにより、人と
動物が共生できる社会づくりを推進します。

●  今後さらに進行していく少子高齢化による需要
の変化に対応するため、墓地・斎園環境の整備
を推進します。

［ 施策 2 ］　 医療提供体制の充実

●  かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ
薬局などの普及・啓発や、オンライン診療・服
薬指導などテクノロジーの活用、救急医療体制
の整備などにより、市民がニーズに応じて適切
な医療を受けられる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● かかりつけ医などの普及・啓発

● オンライン診療・服薬指導の促進

● 救急医療体制の整備

● 市立病院の医療提供体制の整備と経営基盤
の強化

新病院完成パース
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［ 施策 1 ］　 生きがいづくりと
　　　　　 社会参加の促進 

●  高齢者が自らの意思・希望に基づき、就労や地
域活動の担い手などとして活躍するための学び
の場や、これまで培ってきた経験やノウハウを
継承する機会を提供するなど、生涯にわたって
元気でいきいきと活躍できる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 高齢者の社会参画に係る支援体制の充実　
（生涯現役応援センターの相談・マッチン
グの充実、地域交流スペースの設置促進
など）

● 学びを生活や地域・社会に活かせる学習
機会の提供（高齢者へのデジタル技術活用
講座など）

　人生 100 年時代においても高齢者がいきいきと活躍できる社会を創るため、生き
がいづくりや社会参加を促進するとともに、住み慣れた地域で安心して生活できる
支え合いの環境づくりを推進します。

高齢者がいきいきと活躍できる社会を創る

政 策  2

スマートフォン講座
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［ 施策 4 ］　 介護保険サービス提供体制
の整備

●  外国人や他分野の企業を含む多様な人材が介護分
野に参入し、長く定着するための環境づくりや、
特別養護老人ホームの整備、在宅支援サービスの
参入促進などにより、介護保険サービスを適切に
利用することができる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 認知症になっても活躍できる環境整備

● 認知症の早期発見・早期対応の体制整備

●  若年性認知症の支援体制整備

［主な取組み］ 
●  介護保険施設等の計画的な整備

●  在宅支援サービスの提供体制の整備

●  介護人材の確保

●  介護ロボット・デジタル技術等の導入促進

［ 施策 3 ］　 認知症とともに生きる
　　　　　 社会の構築

●  認知症に対する社会全体の理解促進や、認知症
の人の地域活動への参加促進などにより、認知
症の人やその家族が、住み慣れた地域で希望を
持って暮らせる環境を整備します。

［ 施策 2 ］　 地域で安心して暮らせる
　　　　　 環境の整備

●  高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを
続けられるよう、相談体制の強化、生活支援体
制の充実、医療介護専門職による多職種連携の
さらなる推進などにより、医療・介護・予防・
住まいに関する生活の支援が、本人の意思に基
づいて、切れ目なく提供される体制（地域包括
ケアシステム）の構築・強化を進めます。

あんしんケアセンター

［主な取組み］ 
● あんしんケアセンター機能の強化

● 生活支援体制の充実

● 在宅医療・介護連携の推進

● 地域住民や地域団体による支え合い活動
の促進

● 関係団体等による高齢者の居住支援の検
討・実施

● ケアラー 43 （介護者）支援の強化

● 介護予防の促進（重度化防止、生きがいづ
くりなど）（再掲）

● 終末期医療等に関する普及・啓発

● 本人の意思決定支援に係る医療・介護専
門職員の育成

43　 ケアラー：高齢、障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話や、
その他の援助を行う人のこと。
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［ 施策 1 ］　 障害のある方への理解促進と
　　　　　 社会参加の促進 

●  障害の特性や障害のある方に対する理解を社会
全体で深めるとともに、障害のある方の就労や
社会参加を支援します。

［主な取組み］ 
● 障害のある方への理解の促進（福祉講話

の拡充、ヘルプマーク等の普及・啓発、
パラアスリートの学校訪問など）

● 障害のある方の就労・社会参加の促進

● 農福連携 44 の促進

● ケアラー（介護者）支援の強化（再掲）

　障害の有無に関わらず、誰もが安心して自分らしく生活できる共生社会を実現す
るため、障害者の社会参加の促進や、障害のある子どもとその家族への支援の充実
など、社会のバリアフリー化を推進します。

障害のある人もない人も、自分らしく生活できる共生社会を創る 

政 策  3

44　 農福連携：障害者や高齢者などが農業分野で活躍することを通じて、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組みのこと。近年
では、農業分野に限らず、伝統産業分野など他の分野においても広がりを見せている。

パラアスリート学校訪問
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［ 施策 4 ］　 心の健康づくりへの相談・
支援体制の充実

●  心の健康に関する知識の普及や悩み事相談、ゲー
トキーパー 45 の養成などにより、市民の心の健
康の保持増進を図るなど、市民一人ひとりに寄
り添う相談体制を構築します。

［主な取組み］ 
● 療育支援体制の充実

● 幼少期から成人期までのライフステージに
応じた切れ目のない支援の推進

［主な取組み］ 
●  ひきこもり地域支援センターの機能拡充

●  自殺対策の推進

［ 施策 3 ］　 障害のある子どもと
　　　　　 その家族への支援の充実
●  療育支援体制の充実や、障害の早期診断・早期

支援などにより、ライフステージに応じた支援
を受け、地域で安心して暮らすことができる環
境を整備します。

45　 ゲートキーパー：身近な人の自殺のサインに気づき、その人の話を受け止め、必要に応じて専門機関へつなぐなどの役割が期待される人の
こと。

［ 施策 2 ］　 地域で自立して暮らせる
　　　　　 環境の整備

●  障害以外の分野との相談支援体制の連携の推進
や、医療的ケアが必要な方や強度行動障害の方
向けのグループホームの整備、精神科病院退院後
も地域で円滑に生活できる支援体制の確立などに
より、障害の程度や特性に関わらず、自らの意思
や希望、能力に応じて、地域で安心して暮らせる
環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 重度障害者グループホームの整備

● 重症心身障害児者・医療的ケア児者への
支援の充実

● 難病患者の地域生活と治療の両立

● 精神障害者と住民がともに安心して暮ら
せる環境の整備

● 障害者基幹相談支援センターを中心とし
た相談支援体制の充実及び関係機関との
連携強化

● 親なき後の支援体制の拡充

● 各区相談窓口の強化（遠隔手話通訳・外
国語翻訳アプリの活用など）
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［ 施策 1 ］　ともに支え合い、活力ある
　　　　　 地域づくりの推進 

●  住民同士の支え合い活動、多様な主体による協
働の仕組みづくりやボランティア、地域づくり
に参画しやすい環境づくりなどにより、市民同
士のつながりを強め、地域の力を高める取組み
を推進します。

●  デジタル技術を活用した新たな地域活動の立ち
上げ支援などにより、地域活動の維持・強化を
図ります。

［主な取組み］ 
● コミュニティソーシャルワーク機能 46 の

強化

● 住民同士の支え合い活動の促進

● 多様な主体による協働の仕組みづくり
（SNS を活用したプラットフォーム 47 の
構築など）

● ボランティア、地域づくりに参画しやすい
環境づくり

朗読活動ボランティア

　すべての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる地
域共生社会を実現するため、地域住民や地域の多様な主体が分野を越え、世代を越
え横断的につながり、地域の支え合いの力を高めるとともに、包括的な支援体制を
構築します。

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく
社会をつくる

政 策  4

46　 コミュニティソーシャルワーク機能：生活上の課題を抱える個人や家族に対する「個別支援」と個別支援から明らかになった地域生活課題
を地域住民等により解決するための仕組みづくりを支援する「地域支援」を行う機能のこと。

47　 プラットフォーム：「舞台・壇上」等を意味する英語（platform）から転じて、様々な施策やサービスの「基礎」や「基盤」の意味で
用いられる。ここでは、地域課題の解決に向けて地域の多様な主体が参画している組織や仕組みの意味で用いている。
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［ 施策 2 ］　 包括的な支援体制の構築

●  世代や属性に関わらず、相談を受け止め、関係
機関と連携しながら支援を行うとともに、アウ
トリーチ 48 型の支援などにより、地域生活課題
の解決に資する包括的な支援体制を整備します。

［主な取組み］ 
●「相談支援」「社会参加支援」「地域づくり」

を一体的に実施する重層的支援体制の構築

● 生活自立・仕事相談センターにおける相談
支援体制の充実

● 相談アクセスの向上（アウトリーチ機能
の充実、SNS 等の活用による相談など）

48　 アウトリーチ：「外へ（out）手を伸ばす（reach）」という意味。生活上の課題を抱えながらも自ら援助にアクセスできない個人や
家族に対し、家庭や学校等への訪問支援、当事者が出向きやすい場所での相談会などにより、支援につながるよう積極的に働きかける
取組みのこと。

生活自立・仕事相談センター
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子どもを産み・育てやすい環境を創る
［施策1］妊娠前から子育て期までの支援の充実
［施策2］子育てしやすい保育環境の充実
［施策3］困難な状況にある子どもや家庭への支援の充実
［施策4］児童虐待防止対策の強化
［施策5］障害のある子どもとその家族への支援の充実（再掲）

自ら未来を切り拓いていくことができる子どもを育成する
［施策1］未来につながる学びの充実
［施策2］学びを支える教育環境の充実
［施策3］学校生活支援の充実
［施策4］放課後の子どもの居場所と多様な体験・活動の充実
［施策5］子ども・若者が社会で考え、行動する力の育成

政策 1

政策 2

4 子ども・教育

第２回千葉市制100周年記念フォトコンテスト  最優秀賞（撮影場所：稲毛海浜公園）
Instagramアカウント名：nobi_nobi_baby_kidsさん

政策体系
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分 野 目 標

夢と思いやりの心を持ち、
未来を拓く子どもたちが育つまちを実現します

▼目標達成に向けた課題
●子どもたちは、未来の社会において中心的な役割を担う、大切な「人財」です。

●その貴重な「人財」である子どもたちが健やかに成長していくまちを実現するため
には、少子化の進行、共働き世帯の増加など子育て世代を取り巻く環境の変化に対応
し、様々な理由で困難な状況に陥ってしまったとしても、誰一人取り残すことなく適
切な支援ができるよう、社会全体で子育てを支え、子どもを産み育てたいと思える環
境づくりが必要です。

●また、今まで以上に、価値観が多様で、変化が激しく、そして本格的なデジタル化が
進むことが予測される社会においても、子どもたち自らが柔軟に対応し、それぞれの
未来に向けて個性を活かして羽ばたけるよう、未来を切り拓く力を身につけることが
必要です。
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　子どもを安心して産み・育てやすい環境を創るため、子育て支援を充実するとと
もに、子どもの健全育成を推進します。

子どもを産み・育てやすい環境を創る

政 策  1

［ 施策 1 ］　妊娠前から子育て期までの
支援の充実

●  妊娠前から相談でき、安心して子どもを産み、
育てられる環境を整備するなど、きめ細かな子
育て支援策を推進することにより、家族がいき
いきと子育てできる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 産後うつの早期発見等を目的とした産婦

健診事業の導入

● 母子健康包括支援センターの充実

● 妊活支援（若い世代への妊娠・出産等に
関する知識の普及など）

● 不妊症・不育症などへの相談体制の充実

母子健康包括支援センター
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［ 施策 2 ］　子育てしやすい保育環境の
充実

●  保育者の資質向上による質の高い教育・保育の
提供や学びの連続性を確保することなどにより、
子どもの心身の健全な発達を支える体制を整備
します。

●  ニーズに応じた保育サービスの提供により、子ど
もを産み、育てたいと思う人が、働きながらでも、
安心して子を産み育てられる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 教育・保育の質の向上（保育者の資質向上、

保育人材の確保、幼児教育の充実など）

● ニーズに応じた保育の受け皿の確保

● 働き方の多様化に対応した保育メニュー
の提供

● 保育施設の老朽化への対応

保育所での保育の様子

［主な取組み］ 
● 生活困窮世帯の子どもに対する教育支援

の強化

● 支援団体の育成及び連携の強化

● ひとり親家庭に対する就業支援の強化

● ヤングケアラー 49 に対する支援の充実

● DV 防止・被害者支援の推進

［ 施策 3 ］　 困難な状況にある子どもや
　　　　　 家庭への支援の充実

●  ひとり親家庭の就業支援や経済的に困難を抱え
た家庭の子どもの学習機会の確保など、家庭状
況に応じた支援により、すべての子どもたちが
生まれ育った環境に左右されることなく、心身
ともに健やかに、夢や希望を持って成長できる
環境を整備します。

49　 ヤングケアラー：大人が担うような責任を引き受け、病気や障害などケアが必要な家族の世話や家事などをする18歳未満の子どものこと。
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［ 施策 4 ］　児童虐待防止対策の強化

●  児童相談所の体制強化や地域における相談・支
援体制の確保、子どもの受け皿の充実・強化な
どにより、多様化する要保護児童等の通告・相
談に迅速・的確に対応できる体制を構築すると
とともに、家庭的養護を推進します。

［主な取組み］ 
● 児童相談所の体制強化

● 地域における相談・支援体制の確保（子ども
家庭総合支援拠点の設置・運営など）

● 里親制度の推進

● ファミリーホーム設置の推進

［主な取組み］ 
● 療育支援体制の充実

● 幼少期から成人期までのライフステージ
に応じた切れ目のない支援の推進

［ 施策 5 ］　 障害のある子どもと
　　　　　 その家族への支援の充実
　　　　   （再掲）

●  療育支援体制の充実や、障害の早期診断・早期
支援などにより、ライフステージに応じた支援
を受け、地域で安心して暮らすことができる環
境を整備します。

里親制度の推進（パネル展示）
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　新しい時代を生きる子どもたちが自分自身で未来を切り拓く資質を育成するため、
市立学校において児童生徒一人ひとりの状況に応じた個別最適な学びの実現を図る
とともに、安全・安心な学校生活が送れるよう、学びの環境や支援体制の充実を図
ります。また、児童が放課後を安全・安心に過ごすことができる環境を整えるとと
もに、子どもや若者の社会参加の促進などにより、社会性や自主性を育みます。

自ら未来を切り拓いていくことができる子どもを育成する

政 策  2

［ 施策 1 ］　未来につながる学びの充実

●  デジタル技術を活用した学習の推進や、非認知
能力の育成などにより、新しい時代を生きる子
どもたち一人ひとりが未来を切り拓く資質を身
につけるための学びを充実します。

［主な取組み］ 
● GIGAスクール構想 50 の実現

● インクルーシブ教育の推進（学校間交流、
学校内交流、居住地校交流 51 など）

● キャリア教育 52 の充実

● 地域資源の活用などによる郷土教育の充実

● グローバル人材の育成

● 非認知能力の向上

● 健やかな体の育成（学校体育の充実、学校
給食の充実と食育の推進など）

ICT端末を活用した授業の様子

50　 GIGAスクール構想：１人１台のICT端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要とする子どもを
含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育ICT環境を実現する
構想のこと。

51　 居住地校交流：特別支援学校小・中学部の希望する児童生徒が、居住する地域の小・中学校に訪問して行う交流及び共同学習のこと。
52　 キャリア教育：一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育てることを通して、キャリア発達を促す教育のこと。
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光toku祭（高等特別支援学校）

［ 施策 3 ］　 学校生活支援の充実

●  障害のある子どもとない子どもがともに学ぶ仕
組みの構築や、いじめの未然防止と早期発見・
解消、不登校児童生徒や外国人児童生徒などへ
の学習支援、家庭環境等の様々な要因から学力
定着が困難な児童生徒に対する支援などにより、
安心して充実した学校生活が送れるよう多様な
教育的支援の充実を図ります。

［主な取組み］ 
● 特別支援教育の充実

● いじめの未然防止と早期発見・解消

● 不登校児童生徒の支援・学びの機会の確保

● 外国人児童生徒などへの支援体制の充実

● 学習習慣の確立に向けた支援

53　 チーム学校：教員が児童生徒と向き合える時間を確保するなど、指導力を発揮できる教育環境の整備を図るため、教員以外の専門性や経験を
有する専門的スタッフを学校に配置したり、従来の業務を改善したりすることでそれぞれの専門性を連携して発揮し、学校組織全体が一つの
チームとして力を発揮するという考え方のこと。

光toku祭（高等特別支援学校）

［主な取組み］ 
● 大規模改造等による学校施設の整備

● 学校適正規模・適正配置の推進

● 学校支援地域本部事業の推進

● 少人数学級・少人数指導への対応

● チーム学校 53 の推進

● 教職員の資質・指導力の向上

● 教職員の働き方改革の推進

● 公立夜間中学の設置・運営

［ 施策 2 ］　 学びを支える教育環境の
　　　　　 充実

●  学習施設の整備や質の高い教職員の育成、専門
スタッフの配置に加え、地域ぐるみで子どもを
育てる体制づくりなどにより、安全・安心で、
時代に即した質の高い教育を受けられる環境を
整備するとともに、様々な事情により十分な教
育を受けられなかった方などへの学びの機会を
提供します。
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54　 アフタースクール：原則として小学校敷地内において、放課後児童クラブ及び放課後子ども教室を一体的に運営するもの。保護者の就労状況
等に関わらず、希望するすべての児童に安心・安全な居場所を提供するとともに、多様な体験・活動の機会を提供する。

［主な取組み］ 
● アフタースクール 54 の拡充

● 子どもルームにおける待機児童の解消

［ 施策 4 ］　放課後の子どもの居場所と
　　　　　 多様な体験・活動の充実

●  放課後における児童の健全育成を推進するため、
児童が安全・安心に過ごし、多様な体験・活動
を通じて社会性や自主性、創造性を育むことが
できる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 学びを社会で実践する仕組みの検討（若

者のまちづくりへの参画の促進、金融経
済教育の推進、ボランティア活動の推進、
国際交流活動の推進など）

● 子どもの自立性・社会性・自治意識の育成

● 「こどもの参画」の周知・啓発

［ 施策 5 ］　子ども・若者が社会で考え、
　　　　　 行動する力の育成

●  子ども・若者の地域課題への意識の喚起や、まち
づくり・地域活動への参加の促進などにより、
子ども・若者が社会の一員として主体性や自立性、
社会性を育む環境を整備します。

アフタースクールでの活動の様子
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誰もが個性を活かし活躍できる環境を創る
［施策1］多様性を活かしたインクルーシブなまちづくりの推進
［施策2］多文化共生社会の実現

多様な主体の連携によるまちづくりを進める
［施策1］持続可能な市民主体のまちづくりの推進
［施策2］生涯学習を通じた地域活動の推進

政策 1

政策 2

5 地域社会

2022千葉シティトライアスロン大会ボランティア

政策体系
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分 野 目 標

多様性を力に、みんなでまちづくりを進める
地域社会を実現します

▼目標達成に向けた課題
●市民一人ひとりが年齢や性別、国籍、障害の有無、性的指向等に関わらず、自分らし

くいられるとともに、個性を活かし活躍できることは、地域社会・地域経済が持続的
な発展を続けるための基盤となります。

●また、人口減少が進み人材が限られる中、多様な主体が柔軟に連携し、地域課題の解
決を図ることが、まちづくりの大きな力となります。

●そのため、市民に根付いた懐の深さを存分に発揮し、多様性を活かしたインクルーシ
ブなまちづくりに取り組むとともに、地域・企業・団体・大学・行政など多様な主体
による連携を強化することが必要です。
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　年齢、性別、国籍、障害の有無、性的指向等に関わらず、誰もが個性を認め合い、活かし、
活躍できるよう、多様性を活かしたインクルーシブなまちづくりを推進します。

誰もが個性を活かし活躍できる環境を創る

政 策  1

［ 施策 2 ］　多文化共生社会の実現

●  外国人市民の地域社会活動への参画の支援、そ
れを担う人材や団体のネットワークの強化、テ
クノロジーを活用した多言語コミュニケーショ
ンの円滑化、多文化共生に対する市民の理解と
協力の推進などにより、国籍に関わりなく暮ら
しやすく活躍できる社会の構築を推進します。

［主な取組み］ 
● 外国人市民の地域社会活動への参画支援

● 外国人市民と日本人市民の交流促進

● 多文化共生を担う行政・関連団体の体制
強化とネットワークの構築

● 海外都市との交流・連携など

● 市民の国際感覚の醸成とグローバルな視点
の涵養

姉妹都市交流（高校生による通訳ボランティア）

［主な取組み］ 
● 固定的な性別役割分担意識にとらわれな

い、働きやすい環境づくりや育児・家事
などへの協働の促進

● 幅広い分野における子ども・若者、高齢者、
女性、外国人、障害者の活躍への支援（地
域活動、文化芸術・スポーツ活動など）

● 男女共同参画に関する一層の理解促進

● LGBT 56 への理解促進

● 人権に関する教育や普及・啓発

［ 施策 1 ］　 多様性を活かした  
インクルーシブな  
まちづくりの推進

55　 性的指向：人の恋愛・性愛がどういう対象に向かうのかを示す概念のこと。具体的には、恋愛・性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に
向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛など、多様である。

56　 LGBT：女性の同性愛者（Lesbian）、男性の同性愛者（Gay）、両性愛者（Bisexual）、身体の性と心の性が一致せず、身体の性に違和感があ
る人（Transgender）の頭文字をとった言葉で、性的少数者を表す言葉の一つ。性的指向や性自認が未定であることを意味するQuestioning    

（クエスチョニング）、あるいは性的少数者の総称 Queer（クィア）の頭文字を加えて「LGBTQ」と表現することもある。

●  年齢、性別、国籍、障害の有無、性的指向 55 等
に関わらず、それぞれ異なる立場の方々の社会
参画の推進に、分野を横断し、総合的・一体的
に取り組むことにより、多様性を活かし、一人
ひとりが自分らしく幅広い分野で活躍できる、
インクルーシブなまちづくりを推進します。
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千葉の親子三代サマーフェスタボランティア

　人口減少を始めとした様々な課題が存在する中でも、地域の担い手を確保し、持続
可能なまちづくりの体制を構築するため、町内自治会や市民活動団体、事業者など多様
な主体が関わる地域コミュニティの育成支援に加え、既存の役割分担にとらわれない
柔軟な連携を推進します。また、市民一人ひとりが主体的に学びの成果を地域の力に
活かすことができるよう、学習機会の提供や社会活動への参加を推進します。

多様な主体の連携によるまちづくりを進める

政 策  2

［ 施策 1 ］　持続可能な市民主体の
　　　　　 まちづくりの推進 ［主な取組み］ 

● 地域運営委員会の設立支援

● 多様な主体の連携を促進するプラット
フォームの構築

● 持続可能な地域活動に向けた支援

● 地域コミュニティの情報発信におけるデ
ジタルツールの活用促進

● 地域コミュニティ活動の場の充実

● ボランティアに関する情報ネットワーク
の充実

● シェアリングエコノミーの推進

●  地域活動のデジタル化の推進や活動の場の充実、
担い手の育成などを通じて、地域の実情に応じ
たプラットフォームを構築するとともに、東京
2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に
おけるレガシーの一つである、ボランティア文
化の継承・発展を図り、市民自治の基盤を強化
します。

●  幅広い世代や多様な属性の人々が集い、活発な
活動・交流が図られる環境を整えるとともに、
町内自治会や市民活動団体、ボランティア、大
学等の教育機関、民間企業など多様な主体の連
携により、持続可能なまちづくりを進めます。

［主な取組み］ 
● 学びを生活や地域・社会に活かせる学習

機会の提供（高齢者へのデジタル技術活
用講座など）（再掲）

● 学習成果の還元による地域課題解決の促進

［ 施策 2 ］　生涯学習を通じた
　　　　　 地域活動の推進

●  生涯を通じた学びの機会を拡充するとともに、
その成果を還元できる場の提供を通じて、市民
による主体的な地域課題の解決を促進します。
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文化芸術が生まれ、広がる環境を創る
［施策1］文化芸術活動の創出と支援
［施策2］文化財の保全・活用

スポーツに親しむ環境を創る
［施策1］市民スポーツ活動の促進・支援
［施策2］スポーツを核とした地域の活性化

政策 1

政策 2

6 文化芸術・スポーツ

2021年千の葉の芸術祭（生態系へのジャックイン展）
©SHIZUKU ‐ SHIRO #1, #2, #3

RAY KUNIMOTO
PCB&Software Designed by Hananosuke Takimoto, Photo by Yusuke Tsuchida

政策体系
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分 野 目 標

市民の文化芸術・スポーツ活動が広がる、
創造性豊かなまちを実現します

▼目標達成に向けた課題
●市民一人ひとりが、本市の特性である時間や空間のゆとりを活かし、文化芸術・ス

ポーツ活動を通じ、創造的で健康的な生活を送ることは、個々の生活の質的な向上に
加え、明るく豊かで活力に満ちた地域社会の形成へとつながります。

●そのため、市民の主体的な文化芸術・スポーツ活動を促進するとともに、活動の輪を
広げ文化芸術・スポーツが盛んな地域社会を形成するほか、保健福祉や医療、教育や
観光など幅広い分野において文化芸術・スポーツを活用することにより、社会課題の
解決や地域活性化を図ることが必要です。
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　市民が文化芸術にふれあい、想像力を高め、活動する環境を整えるほか、文化財に
親しみ、学べる環境づくりを推進するとともに、多様な主体の活動の支援、まちづくり
との連携を図ることなどにより、文化芸術が創造され、活発に展開される環境づくり
を推進します。

文化芸術が生まれ、広がる環境を創る

政 策  1

［ 施策 2 ］　文化財の保全・活用

●  加曽利貝塚をはじめ市内に数多く残る貝塚の価
値と魅力を高め、未来へつないでいくとともに、
テクノロジーも活用しながら文化財の保護・活
用を進め、市内外の人々が文化財に親しみ、学
べる環境づくりを進めます。

［主な取組み］ 
● 加曽利貝塚の整備・活用の推進

● 文化財のデジタルアーカイブ化 57

● デジタルミュージアムの構築・推進

特別史跡加曽利貝塚新博物館の展示室イメージ

57　 デジタルアーカイブ化：図書・出版物、公文書、美術品・博物品・歴史資料等公共的な知的資産をデジタル化し、インターネット上で電子情
報として共有・利用できる仕組みのこと。

［主な取組み］ 
● 芸術祭の定期開催化

● 民間主催の大規模イベントに係る連携・
支援

● 学校教育における文化芸術にふれる機会
の充実

● サブカルチャーや新たな文化芸術活動の
振興

● 次世代を担うアーティストの育成・支援

● 市民会館の再整備

● 文化芸術とまちづくりの連携

［ 施策 1 ］　文化芸術活動の
　　　　　 創出と支援

●  芸術祭や、民間主催のイベントとの連携・支援
などを通じ、子どもから大人まで、文化芸術活
動にふれあい、参画できる機会を創出するとと
もに、サブカルチャーや新たな文化芸術の振興、
次世代を担うアーティストの支援、まちづくり
や周辺エリアとの連携などにより、文化芸術活
動を軸とした多様な価値の創造を促進します。
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58　 エクストリームスポーツ：「エクストリーム」とは、極度・先端・過激を表しており、速さや高さを極限まで追求し、過激で華麗な離れ業を
競い合うスポーツのこと。

　体力や年齢、障害の有無等に関わらず、スポーツに親しむことができるよう、スポー
ツ活動の機会の提供や、トップスポーツチームとの連携、大会の開催などを通じて、
市民のスポーツへの関心を高めるとともに、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会を契機として醸成されたパラスポーツへの関心などをレガシーとして発展
させ、交流と賑わいの創出による地域活性化を図ります。

スポーツに親しむ環境を創る

政 策  2

X Games Chiba 2022
©Jason Halayko / ESPN Images

［主な取組み］ 
● 多様なスポーツ・レクリエーションの機会

提供

● パラスポーツの推進

● エクストリームスポーツ 58 等の場の提供

● アスリート等の育成支援

● 千葉ポートアリーナの改修

［主な取組み］ 
● トップスポーツチームとの連携による

スポーツに親しむ機会の充実

● 国際的・全国的な競技大会の開催・誘致

● eスポーツなどのイベントの開催支援

［ 施策 1 ］　 市民スポーツ活動の
　　　　　 促進・支援

［ 施策 2 ］　 スポーツを核とした
　　　　　 地域の活性化

●  多様化するスポーツ・レクリエーションやその
市民ニーズに対応するため、活動機会の提供や
市民参加型イベントなどへの支援、パラスポー
ツの推進、各種スポーツ施設の改修などにより、
子どもから高齢者、また障害の有無に関わらず、
市民が主体的にスポーツ・レクリエーションを
楽しむ環境を整備します。

●  本市にゆかりのあるスポーツチームとの連携に
よる市民とアスリートとの交流や、トップアス
リートが参加する競技大会や eスポーツなどの
イベントの開催・誘致を推進し、スポーツ観戦
などの市民のスポーツへの関心を高めるととも
に、市内外の人々の交流や賑わいを創出し、地
域の活性化を図ります。

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

資
料
編

114



持続可能で魅力あるまちづくりを進める
［施策1］美しく心地よいまちづくりの推進
［施策2］３都心などの魅力向上
［施策3］地域資源の発掘・活用
［施策4］広域連携の深化

まちの発展にテクノロジーを活かす
［施策1］スマートシティの推進
［施策2］新しい技術・しくみの社会実装の加速化

都市の力を底上げするネットワークを整備する
［施策1］持続可能な公共交通ネットワークの形成
［施策2］道路ネットワークの形成
［施策3］安全・安心な移動環境の整備

暮らしを支える基盤を創る
［施策1］住環境・生活基盤の充実
［施策2］持続可能な上下水道事業の推進

政策 1

政策 3

政策 2

政策 4

7 都市・交通 

第３回千葉市制100周年記念フォトコンテスト  最優秀賞（撮影場所：中央区中央港付近）
Instagramアカウント名：takahitoyagami

政策体系
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分 野 目 標

市民の快適な暮らしと活発な交流を支える、
魅力と愛着が感じられる都市を実現します

▼目標達成に向けた課題
●千葉市は、先人たちの努力により、多彩な都市機能集積とゆとりある空間を併せ持

つ、便利で快適、かつ自然と調和した都市空間を築きあげています。

●これらの特性を未来に引き継ぎ、発展させることで、人口減少局面にあっても、質の
高い暮らしや活発な社会経済活動を維持・発展させることができます。

●そこで、都市機能の集積を活かしつつ、適切な維持管理や機能更新、交通ネットワーク
の形成による、市域内及び広域的な人・モノの流れを促進することが必要です。

●また、これまで本市が取り組んできた規制緩和や民間企業と連携した実証事業などに
よる知見の蓄積を活かしつつ、テクノロジーを活用したスマートシティの推進などに
より、次の時代に必要なトレンドづくりに挑戦していくことが必要です。

●さらに、千葉市ならではの地域資源の活用や３都心の魅力向上、都市デザインの考え
を取り入れたまちづくりなどを進めることにより、市民がまちへの誇りや、愛着、
共感を持ち、自ら積極的に関わろうとする気持ち（シビックプライド）を育むこと
が重要です。

●加えて、本市のゆとりある土地・空間利用を活かし、感染症にも対応できるしなやか
な社会を支える都市空間を構築していくことが必要です。
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　都市機能の充実や地域資源の活用、広域的な連携強化などを通じ、市民が愛着と誇
りを持ち「住み続けたい」と感じ、市外の人や企業などからも選ばれる、持続可能で
魅力ある都市空間を創造します。

持続可能で魅力あるまちづくりを進める

政 策  1

59　 都市デザイン：都市の生い立ちや地域資源などを踏まえ、市民のライフスタイルなどから見た「目指すべき都市の姿」を企画立案し、その実
現に資する公共及び民間事業を総合的かつ戦略的にプロデュースする一連の取組みのこと。

60　 都市デザインの調整：都市計画マスタープランなどで示す地域が目指すまちづくりの目標を実現するため、計画段階から景観や都市環境など
から見た都市デザインについて、協議・配慮を求める仕組みのこと。

61　スポンジ化：都市の内部において、空き家や空き地が多数発生し、多数の穴を持つスポンジのように都市の密度が低下すること。

［主な取組み］ 
● 都市計画、公園緑地、住宅などの分野別

マスタープランや関連計画の定期的な見
直し

● 適切な土地利用の誘導

● 大規模開発を対象とした都市デザインの
調整 60 の運用

● 良好な景観の形成

● 駐車施設の適正化

● 都市のスポンジ化 61 対策の推進

● 空き家・空き地対策の推進

［ 施策 1 ］　美しく心地よい
　　　　　 まちづくりの推進

●  市民がまちへの誇りや、愛着、共感を持ち、ま
ちに積極的に関わっていこうとする気持ちを高
めるとともに、豊かな緑と水辺及び都市の利便
性が共存する千葉市ならではの暮らしやすく、
歩きたくなる、美しく心地よい都市の実現に向
け、都市デザイン 59 の考え方を取り入れつつ、
官民が連携したまちづくりを推進します。

●  人口減少や少子高齢化が進行しても安心して暮ら
し続けられる千葉市型コンパクト・プラス・ネッ
トワークの実現に向け、適切な土地利用の誘導に
よる、持続可能なまちづくりを推進します。

［主な取組み］ 
● 千葉駅周辺の活性化グランドデザインに

基づくまちづくりの推進

● 幕張新都心まちづくり将来構想に基づく
取組みの推進

● 蘇我駅、稲毛駅など主要な駅周辺のまち
づくりの推進

● 官民空間の一体的活用（ウォーカブル 62 ）
の促進

● 市街地開発事業の促進

● リノベーションまちづくり 63 の推進

［ 施策 2 ］　３都心などの魅力向上

●  千葉都心、幕張新都心、蘇我副都心の３都心を
中心に、持続可能な発展を維持するため、都市
機能を回復・活性化させるとともに、これまで
の車中心の空間からひと中心の空間に転換する
ため、都市空間の再構築や官民の公共空間の積
極的な活用を図り、多様な主体の連携によるま
ちづくりを面的に展開することで、人を惹きつ
けるまちの魅力を引き出し、多様な人々が集い、
交流し、滞在する「居心地が良く歩きたくなる
まちなかづくり」を推進します。
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62　 ウォーカブル：道路・公園・民有地などを一体的に活用し、ひと中心の豊かな生活を実現するために、都市全体として「居心地が良く歩き
たくなるまちなか」の形成を目指す取組みのこと。

63　 リノベーションまちづくり：民間主導で、今あるものを活かし、新しい使い方をしてまちを変革し、エリア価値の向上や地域雇用の創出を
促進するなど都市・地域経営課題を解決しようとするもの。

パラソルギャラリー（千葉駅前大通り）
©パラソルギャラリー実行委員会

［主な取組み］ 
● 地域資源の魅力向上、市民が親しむ場の

提供

● 千葉市らしさの醸成及びその発信・プロ
モーション

● 新たな地域資源の発掘

● 千葉開府 900 年記念事業の実施

［ 施策 3 ］　地域資源の発掘・活用

●  千葉市固有の歴史やルーツに加え、これまでの
まちづくりの中で培われた地域資源を発掘・活
用することで都市アイデンティティを確立する
とともに、千葉市の魅力を広く発信することに
より、市民の愛着と誇りを醸成し、人や企業を
惹きつける都市にしていきます。

［主な取組み］ 
● 周辺自治体との連携強化（施設や人材の

共同活用など）

● 産学官連携による圏域経済の活性化

● 圏域の多様性を活かした新たなライフス
タイルの提案と居住の促進

［ 施策 4 ］　広域連携の深化

●  本市以東、以南など周辺自治体との連携強化や、
産学官連携による経済活性化により、持続可能
な都市経営を広域的に展開・発展させるととも
に、圏域の多様性を活かした新たなライフスタ
イルを提案し、本圏域への居住を促進します。

千葉市の４つの地域資源（加曽利貝塚、オオガハス、千葉氏、海辺）
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　人々の自由な移動の実現を通じ、都市そのものの魅力を向上させる考えであるモビ
リティ戦略のもと、公共交通や道路、海上のネットワークの充実・強化を進め、人と
モノの活発な交流を支えることにより、本市のポテンシャルを引き上げるとともに、
安全・快適に移動できる魅力的な移動環境を創出し、都市空間の再構築や公共空間の
活用に加え、市民の利便性向上と社会経済活動の活性化を図ります。

都市の力を底上げするネットワークを整備する

政 策  2

64　 シームレス化：「継ぎ目のない」という意味。公共交通分野においては、乗継ぎ等の交通機関間の「継ぎ目」や交通ターミナル内の歩行や乗
降に際しての「継ぎ目」をハード・ソフト両面にわたって解消することにより、出発地から目的地までの移動を全体として円滑かつ利便性の
高いものとするという意味で用いられている。

［主な取組み］ 
● 公共交通ネットワークの利便性向上（公共

交通のシームレス化 64、JR 京葉線・りん
かい線の相互直通運転、海上交通など）

● 持続可能な交通サービスの形成（生活交通
の維持、高齢者に身近な移動手段の確保、
シェアサイクルの利用促進、モノレール
車両の低炭素化、交通事業者間の連携強化
など）

● MaaS による移動・乗継ぎの円滑化

● 千葉港整備

［ 施策 1 ］　持続可能な公共交通
　　　　　 ネットワークの形成

●  JR、京成電鉄、千葉都市モノレールによる鉄軌道
網や幹線的バス路線等で形成される公共交通ネッ
トワークを維持し、地域に応じた交通サービスの
向上を図るとともに、公共交通不便地域などにお
ける生活交通を維持するほか、新たな移動手段の
導入や乗り継ぎの円滑化、港湾・物流機能の強化
を促進し、将来にわたり市民の快適な移動を支え
るとともに、社会経済活動の活性化を図ります。

グリーンスローモビリティ
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［主な取組み］ 
● 新たな湾岸道路や主要幹線道路等の整備

● 渋滞を緩和する交差点の改良

● 産業用地や観光施設などへのアクセス道
路の整備

［ 施策 2 ］　道路ネットワークの形成

●  千葉市と東京や周辺都市との交流の軸となる道路
ネットワークの形成により、本市はもとより湾岸
地域全体のポテンシャルを引き上げ、首都圏の生
産性向上、国際競争力の強化につなげるとともに、
産業・観光拠点などへのアクセス道路の整備によ
り、活発な人とモノの流れを支えます。

［主な取組み］ 
● 面的・一体的なバリアフリー化の促進
（歩道、鉄道駅など）

● 生活道路の整備

● 交通安全に関する普及・啓発（再掲）

● 自転車を活用したまちづくりの推進（自
転車走行環境の整備など）

［ 施策 3 ］　安全・安心な
　　　　　 移動環境の整備

●  鉄道駅、歩道、建物、公園など日常生活において
利用する施設や経路の、ユニバーサルデザインを
踏まえた面的・一体的なバリアフリー化の促進、
テクノロジーの進展に伴う新たな移動手段を踏ま
えた道路整備や生活に密着した道路の改善を図る
とともに、自転車を活用したまちづくりの推進に
より、誰もが安全・安心に移動できる環境を整備
します。

バリアフリーの推進（歩道段差解消）
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　進展するテクノロジーを活用し、多様な主体とともにまちづくりを進めることで、
様々な地域課題の解決や新たな価値の創造が図られ、誰もが自分に合った快適な暮ら
しを実感できるとともに、豊かな自然環境や社会資源を活かして持続的に発展する、
未来に向けたまちづくりを進めます。

まちの発展にテクノロジーを活かす   

政 策  3

パーソナルモビリティ（ILY‐Ai）

［主な取組み］ 
● 多様な主体とのデジタル技術を活用した

協働の推進

● デジタル活用人材の育成

● オンラインで完結する行政手続の充実

● 行政運営を支える情報システム基盤の充実

● 堅牢な情報セキュリティの確保

● 専門人材の活用・職員の働き方改革 

● デジタルデバイド対策

［主な取組み］ 
● 国家戦略特区の活用による規制緩和

● ドローンや自動運転、電動キックボード
など多様なモビリティの社会実装の推進

［ 施策 1 ］　 スマートシティの推進

［ 施策 2 ］　 新しい技術・しくみの
　　　　　 社会実装の加速化

●  暮らし・ビジネス・学び・まち・市役所などあ
らゆる分野で誰もが自然にテクノロジーを活用
できる環境を整備することにより、テクノロジー
の進展がもたらす効用を最大限に引き出し、ま
ちづくりや地域経済を支える担い手の不足など
をはじめとした様々な課題を解決していく、新
しい時代のまちづくりを進めます。

●  社会情勢の変化の中、民間企業等が創意工夫を
遺憾なく発揮・挑戦できる実証環境の提供や大
胆な規制・制度改革を推進し、新しい技術やし
くみの社会実装を加速化していきます。
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　市民の日常を支え、将来にわたって質の高い暮らしを維持するため、住環境の充実
や安定した水道・下水道サービスの供給、公共施設の適正管理など、生活基盤の維持・
充実を推進します。

　暮らしを支える基盤を創る

政 策  4

［ 施策 1 ］　住環境・生活基盤の充実

●  若い世代の流入促進や分譲マンション支援、多
世代の交流を促進する拠点づくりへの支援など
を通じ、住宅団地の活性化や再生を図るととも
に、市営住宅の計画的な改修や再整備等、住宅
セーフティネットの充実を図り、多様なニーズ
に合わせ、様々な世代の人が安心して暮らせる
住宅の提供を推進します。

●  効率的・効果的な行政サービスの提供や公共施
設の計画的な保全により、市民の利便性向上を
図ります。

［主な取組み］ 
● 住宅団地の活性化

● 住宅団地の再生

● 市営住宅の維持保全、再整備

● 住宅確保要配慮者への円滑な入居支援

● マンション適正管理の推進

● 公共施設の計画的な保全

市営住宅

［主な取組み］ 
● 市営水道と県営水道との経営の一体化、

広域化に向けた取組みの推進

● 市営水道や下水道の機能更新

［ 施策 2 ］　持続可能な上下水道事業の
　　　　　 推進

●  適切な機能更新と広域的な事業連携などの推進
による経営基盤の強化を通し、持続可能な水の
安定供給を実現するとともに、下水道施設等の
適切な維持管理及び計画的な改築更新により、
持続可能な水環境づくりを推進します。
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地域の産業を支え・育てる
［施策1］地域経済の新たな担い手の創出
［施策2］持続可能な地域経済の確立に向けた経営力強化
［施策3］雇用の確保・拡大と人材育成の強化
［施策4］産学官等の連携強化

農林業の持続的な発展を支える
［施策1］農業の成長産業化
［施策2］農業の担い手の確保・育成
［施策3］農と森林が持つ多面的機能の保全と活用

観光の振興とMICEの推進によりまちの魅力を高める
［施策1］観光資源の価値向上
［施策2］MICEの推進

政策 1

政策 3

政策 2

8 地域経済

千葉市政令指定都市移行・区設置30周年記念フォトコンテスト  中央区入選（撮影場所：出洲港）
Instagramアカウント名：genki_akariさん

政策体系
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分 野 目 標

地域経済を支える産業や人材が育ち、
新たな価値が生まれるまちを実現します

▼目標達成に向けた課題
●千葉市で展開される多彩な経済活動は、市民の暮らしを支えるとともに、広域的な経

済の活性化及び雇用の創出に大きな役割を担っています。

●本市と経済・雇用・消費面での結びつきが強い市以東、以南の地域では既に人口減少
に転じ、本市も同様に地域経済の担い手不足等が顕在化する中、圏域全体で経済・雇
用を支えていくことが求められています。

●そこで、将来にわたり活発な経済活動を支え、東京圏の主要都市として、また圏域は
もとより県内における経済の中心都市としての役割を果たし続けるため、環境や社会
にも配慮した民間事業者の投資や多様な人材の雇用を促進するとともに、地域経済の
新たな担い手を育成するなど、さらなる活性化に向けた取組みを持続的かつ柔軟に進
めることが必要です。

●また、本市を含む圏域の多様な地域資源を活かし、内外から人を惹きつける魅力ある
都市としてさらなる発展を図るため、観光振興やMICEの推進、成長産業としての発展
を見据えた農業振興などを進めることが必要です。

●これらの取組みを通じて、新たな価値を生み出し、まちの力として活かしていくこと
が必要です。
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　東京圏の主要都市として、また圏域はもとより県内における経済の中心都市として、
地域の産業を支え・育てる基盤としくみを創るため、創業支援の強化や中小企業のデ
ジタルトランスフォーメーションの促進を図るとともに、学び直しを含めた産業人材
の育成を推進するほか、産学官をはじめとする多様な主体による連携を強化します。

地域の産業を支え・育てる

政 策  1

［主な取組み］ 
● 企業立地の促進（民有地等の空き情報の

収集及びマッチングなど）

● 産業用地の整備

● 創業支援の強化（ステージに応じた総合
的・一体的な支援、関係機関等によるネッ
トワーク構築など）

［ 施策 1 ］　地域経済の新たな
　　　　　 担い手の創出

●  新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした働
き方の変化を踏まえつつ、ニーズを的確に捉えた
産業用地の整備と、民有地等も活用した企業誘致
を行うとともに、ビジネスモデルの多様化に対応
した創業支援により、企業や創業者からビジネス
の場として選ばれる環境を整備します。

［主な取組み］ 
● 時代を捉えた変革への支援（デジタライ

ゼーション・脱炭素化促進支援など）

● 経営の発展性・持続性を促す支援（サプ
ライチェーン再構築支援、災害時における
事業継続支援、事業承継など）

● 業種・業態転換や経営革新への支援

［ 施策 2 ］　持続可能な地域経済の
　　　　　 確立に向けた経営力強化

●  企業におけるデジタルトランスフォーメーショ
ンや脱炭素化を含む SDGs の達成に向けた取組
みを促進するとともに、新たなビジネスへの転
換や経営革新など、時代を捉えた経営力の強化
に向けた幅広い取組みを支援し、持続可能な地
域経済を確立します。

産業用地の整備（ネクストコア千葉誉田）（2020年2月）
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65　 アントレプレナーシップ教育：起業家精神を育む教育のこと。千葉市では、「未来の千葉を担う子どもたちのアントレプレナーシップを育
成する」という想いを共有した企業、大学、行政等が、それぞれが持つ強みを持ち寄り、また弱みを補い合いながら幅広く活動をしていく
ため、「ちばアントレプレナーシップ教育コンソーシアム Seedlings of Chiba」が2021年12月に設立されている。

66　 リカレント教育：生涯にわたって教育と労働、余暇などの諸活動を交互に行うこと。日本では、仕事を休まず学び直すスタイルも含まれ、
「社会人の学び直し」とも呼ばれる。

67　 PPP：Public Private Partnershipの略称。行政と民間が連携して、公共サービスの効率化や向上を図るもの。代表的な手法として、PFI
（Private Finance Initiative：公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に民間の資金と経営能力、技術力を活用して、民間主導で公共
サービスの提供や効率化を図る手法）、指定管理者制度等が挙げられる。

［主な取組み］ 
● 企業の人材採用力向上支援

● 求職者の多様なニーズを踏まえた就労・
転職支援

● 産業人材の育成（アントレプレナーシップ
教育 65 の充実など）

● リカレント教育 66 の推進

● 多様な人材にとって働きやすい環境の整
備促進

● 学生の市内企業への就職支援（インター
ンシップの促進など）

［ 施策 3 ］　雇用の確保・拡大と
　　　　　 人材育成の強化

●  キャリア教育の推進や、社会に出てからの学び
直しの機会の充実などにより、新たな価値を創
出できる人材を育成するとともに、労働環境の
整備等を促進し、年齢、性別、国籍、障害の有無、
性的指向等に関わらず多様な人材が個性と能力
を最大限に発揮できる、働く人と仕事がよりつ
ながりやすい環境を創ります。

［主な取組み］ 
● 学生の起業意識の向上促進

● 大学発のベンチャー支援の充実

● 新たな民間提案制度の創設・活用推進

● PPP 67 を統括する庁内体制の整備

● 産学連携による事業創出の支援

［ 施策 4 ］　産学官等の連携強化

●  市内の産業界、高等教育機関・研究機関、周辺
自治体も含めた行政の連携をさらに強化するこ
とにより、民間・大学等の多様な主体が持つ知
識や技能を結びつけ、経済活動やまちづくりに
活用できる環境を整備します。

子ども向け起業体験イベント
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　観光の振興と MICE 68 の推進によりまちの魅力を高めるため、質の高い観光サービ
スの充実を図るとともに、国内外の交流や経済・産業の活性化につながる MICE 開催
を促進します。

観光の振興とMICEの推進によりまちの魅力を高める

政 策  2

［主な取組み］ 
● 質の高い商品・サービスを提供できる観

光地域づくり

● 快適な旅行を実現できる受入れ環境整備

● 多様な来訪者に対する戦略的なプロモー
ション

● 関係団体、民間事業者、行政が連携した
観光推進体制の強化

［主な取組み］ 
● 新しい MICE の開催様式に対応した受入

れ体制の構築

● MICE 開催による多様な波及効果の創出
（経済波及効果の創出・人材交流による新
たなイノベーションの創出など）

［ 施策 2 ］　MICEの推進

●  テクノロジーを活用した多様な開催様式にも対
応できる MICE 受入れ環境の整備や、MICE の
開催を促進することで、新たな価値を創出し、
都市としての価値を高めるとともに、地域経済
の活性化を図ります。

［ 施策 1 ］　観光資源の価値向上

●  海辺（ブルー）、内陸部（グリーン）及び都心部
の各エリアの特性を活かすとともに、圏域の観光
資源を最大限に活用・連携させるほか、回遊性の
向上など、来訪者が快適に滞在を楽しめる環境を
整備し、それらの戦略的・効果的なプロモーション
を実施することにより、市内外、国内外から人を
呼び込む「千葉らしさ」を活かした多様な主体の
連携による観光地域づくりを進めます。

68　 MICE：企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が行う国際会議（Convention）、
展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字をとった言葉で、多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称のこと。

収穫体験（イチゴ狩り）
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69　 スマート農業：ロボット技術やデジタル技術を活用し、農産物の栽培過程や収穫作業の省力化、品質管理を行う農業のこと。
70　 農商工連携：農林漁業と商工業がお互いの「技術」や「ノウハウ」を持ち寄って、新しい商品やサービスの開発・提供、販路の拡大などに

取り組むこと。

　農林業の持続的な発展を支える基盤を創るため、農業の担い手の確保・育成や農業
の成長産業化を図るとともに、農や森林が提供する自然環境との共生や活用を推進し
ます。

農林業の持続的な発展を支える

政 策  3

［主な取組み］ 
● 農政センターの機能強化

● データを駆使した農業経営の支援

● スマート農業技術の導入支援

● 食のブランド化の推進

● 地産地消の推進

● 販路拡大の支援

［ 施策 1 ］　 農業の成長産業化

●  スマート農業 69 や農商工連携 70 の推進により農
業の生産性を向上させるとともに、ブランド化
の推進による本市農畜産物の付加価値の向上及
び市外への流通促進、地産地消の推進による市
内流通の強化などにより、本市農業の競争力強
化・成長産業化を推進します。

スマート農業技術を活用したイチゴ栽培施設（農政センター）

第
１
章

第
３
章

第
５
章

第
２
章

第
４
章

第
６
章

資
料
編
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［主な取組み］ 
● 多様な機能を有する都市農地の保全と活用

● 都市と農村の交流推進

● 農業の教育分野への活用

● 農福連携の促進（再掲）

● 有害鳥獣対策の推進

● 農地農村環境と森林環境の整備

［ 施策 3 ］　農と森林が持つ
　　　　　 多面的機能の保全と活用

●  農と森林が持つ多面的機能を発揮し、いずみ地区
を拠点とした都市と農村の交流促進を行い、農村
地域の活性化を図るとともに、農政センターなど
を活用して農業体験・教育を行うことにより、本
市農業の重要性について理解を深める機会を提供
します。

●  有害鳥獣対策を強化し、良好な農村環境の維持を
図るとともに、地域ぐるみで森林・里山の保全活
動に取り組む体制を整備し、安全な森林環境の維
持・保全を図ります。

親子１日農家体験

［主な取組み］ 
● 優良な農地の確保と意欲ある担い手への

集積（耕作放棄地の発生防止と利用促進
など）

● 企業の農業分野参入への支援

● 意欲ある農業の担い手の確保・育成・支援

● 家族農業経営の支援

［ 施策 2 ］　農業の担い手の確保・育成

●  経営形態に合わせたきめ細かい支援により、新
規就農者や企業の農業参入を促進するとともに、
研修や講座の実施により、本市農業をけん引す
る意欲ある担い手を育成します。

●  家族農業への支援を行い持続可能な経営環境を
実現します。
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